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（２）発注者及び受注者は、

設計業務の実施期間の延長

を協議して決める場合、業

務の実施に通常必要な期間

よりも著しく短い期間を設

定してはならない。 

 

（２）発注者及び受注者は、

履行期間の延長を協議して

決める場合、業務の履行に

通常必要な期間よりも著し

く短い期間を設定してはな

らない。 

 

 


